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モデル研修テキスト縮小版
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人材育成方策検討調査
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日時：平成28年3月17日（木）

場所：公益社団法人 全国産業廃棄物連合会
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人材育成モデル研修アンケート（収集運搬用） 

この度はモデル研修に参加いただきありがとうございます。 

この研修会を受講して頂く対象者と想定している主任（あるいはグループリーダ、係長と呼ばれる方）

に相応しい研修会とするために、アンケートへのご協力をお願い致します。 

なお、主任（あるいはグループリーダ、係長と呼ばれる方）は、グループやチームの中心メンバーと

して、部下やメンバーの報告を受け、相談に乗りながら、求められる法的対応事項や社内の基準に沿っ

て、業務が適切に進んでいるか確認、点検し、その進め方等について適切な方向へ誘導できることが期

待される方を想定しています。 

１． 受講された方について 

(1)氏名・役職名 氏名： 役職：

(2)年齢 ： ①20 代 ②30 代 ③ 40 代 ④ 50 代以上

(3)性別  ：  ①男 ②女

(4)産業廃棄物処理業に従事された経験年数（他社での経験を含みます。）

①1年未満 ②1～2年 ③3～5年 ④6～10 年 ⑤11 年以上

(5)会社の従業員数

①10 人未満 ②10～30 人 ③31～50 人 ④51～100 人 ⑤101 人以上

(6)担当されている業務についてお書きください

(7)現在の担当業務に従事している年数と部下の人数 年数 年     部下の人数 名 

この研修は、冒頭で述べましたように主任（あるいはグループリーダ、係長と呼ばれる方）を主な受

講者と想定して組み立てています。 

あなたが、この研修会で想定している受講者のレベルより上位のお立場の場合には、これ以降の質問

につきましては、想定しているレベルの部下の方に受講して頂く場合を想定してお答え下さい。 

２．講義の内容について 

(1)廃掃法及び環境保全の取り組み

Q1 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。

易しすぎる 理解できた 難しすぎる 

①処理業許可（スライド番号 5～9）・・・・・・・・ １ ２ ３ 

②廃棄物の種類（スライド番号 11～21）・・・・・・   １ ２ ３ 

③処理の委託（スライド番号 23～30）・・・・・・・ １ ２ ３ 

④処理基準（スライド番号 32～41）・・・・・・・・ １ ２ ３ 
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易しすぎる 理解できた 難しすぎる 

⑤産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)（スライド番号 43～52） １ ２ ３ 

⑥帳簿・処理困難通知（スライド番号 54～55）・・・ １ ２ ３ 

⑦違反事例（スライド番号 57～63）・・・・・・・・ １ ２ ３ 

⑧情報収集・情報共有（スライド番号 65～68）・・・ １ ２ ３ 

⑨環境保全の理解（スライド番号 70～82）・・・・・ １ ２ ３ 

⑩放射線特措法（スライド番号 83～85）・・・・・・   １ ２ ３ 

Q2 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

Q3 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

Q4 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

Q5 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか？ 該当するものに○を付けてください。 

①役に立つ ②役に立たない ③わからない

Q6 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

(2)顧客対応等について

Q7 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。

易しすぎる 理解できた 難しすぎる 

①産業廃棄物処理業の特徴と

顧客対応（スライド番号 4～6）・・・・・・・ １ ２ ３ 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください）
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                         易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

②排出事業者と処理会社の責務（スライド番号 8～13）  １       ２      ３ 

③不適正処理について（スライド番号 15～20）・・・   １       ２      ３ 

④産業廃棄物処理業と顧客満足（スライド番号 22～27）・ １       ２      ３ 

⑤処理業社員に望むこと（スライド番号 29～32）・・   １       ２      ３ 

 

 Q8 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q9 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

 

Q10 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

 

Q11 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか？ 該当するものに○を付けてください。 

①役に立つ ②役に立たない ③わからない 

  

Q12 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

(3)安全衛生及び諸ルールの遵守  

Q13 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。 

                        易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

①産業廃棄物処理業における 

労働災害の状況（スライド番号 4～18）・・・・・   １       ２       ３  

②労働災害の原因と 

その分析手法について（スライド番号 20～29）・・   １       ２       ３ 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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                         易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

③雇入れ時の教育（スライド番号 31～37）・・・・・・   １       ２       ３ 

④労働災害を防ぐには（スライド番号 39～46）・・・・・   １       ２       ３ 

⑤より高いレベルのリーダーを 

目指して（スライド番号 48～49）・・・・・・・・   １       ２       ３ 

⑥（参考）労働安全法について（スライド番号 51～61）・   １       ２       ３ 

 

 Q14 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q15 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

 

 

Q16 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q17 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか？ 該当するものに○を付けてください。 

①役に立つ ②役に立たない ③わからない 

 

Q18 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

(4)収集運搬 

Q19 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。 

                        易しすぎる  理解できた   難しすぎる 

①排出業者の責務（スライド番号 3～10）・・・・・    １       ２       ３ 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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                        易しすぎる  理解できた   難しすぎる 

②収集運搬（スライド番号 11～44）・・・・・・・・   １       ２       ３ 

③車両点検（スライド番号 45～67）・・・・・・・・   １       ２       ３ 

④書類の 3点セット（スライド番号 68～80）・・・・・  １       ２       ３ 

⑤積替保管（スライド番号 81～87）・・・・・・・・・・  １       ２       ３ 

⑥参考資料（スライド番号 89～97）・・・・・・・・・・  １       ２       ３ 

 Q20 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q21 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

Q22 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

Q23 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか 該当するものに○を付けてください。 

① 役に立つ ②役に立たない ③わからない 

Q24 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

３．講義の時間配分について、該当する番号に○を付けてください。 

短い   適当   長い   

①廃掃法及び環境保全の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

②顧客対応等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

③安全衛生及び諸ルールの遵守・・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

④収集運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

 

 

 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

４．スライド教材についてはいかがですか？ 該当する番号に○を付けてください。 

解り易い  解りにくい  

①廃掃法及び環境保全の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

②顧客対応等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

③安全衛生及び諸ルールの遵守・・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

④収集運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

 

上記で解りにくいを選んだ方にお聞きします。 

解りにくい部分はどこですか？自由にお書きください。 

 

 

 

 

５．今回の研修内容に対して時間の長さはいかがでしたか？ 該当するものに○を付けてください。 

 ①半日程度、②一日程度、③二日程度 がよい 

６．今回の研修内容は主任レベルとしての内容だと思いますか？ 

 

 

 

 

７．今回の研修内容と同様な内容の研修を自社でも実施されていますか？ 

該当するものに○を付けてください。 

① している ⇒どのように実施されているかを枠の中にお書きください 

②一部している ⇒どのような内容が実施されているかを枠の中にお書きください 

③していない  

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

（研修名、研修内容、外部研修 or 自前研修など お書きください） 
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人材育成モデル研修アンケート（中間処理） 

 

この度はモデル研修に参加いただきありがとうございます。 

この研修会を受講して頂く対象者と想定している主任（あるいはグループリーダ、係長と呼ばれる方）

に相応しい研修会とするために、アンケートへのご協力をお願い致します。 

なお、主任（あるいはグループリーダ、係長と呼ばれる方）は、グループやチームの中心メンバーとし

て、部下やメンバーの報告を受け、相談に乗りながら、求められる法的対応事項や社内の基準に沿って、

業務が適切に進んでいるか確認、点検し、その進め方等について適切な方向へ誘導できることが期待さ

れる方を想定しています。 

１． 受講された方について 

(1)氏名・役職名   氏名：                役職：            

(2)年齢 ： ①20 代  ②30 代  ③ 40 代  ④ 50 代以上 

(3)性別  ：  ①男    ②女 

(4)産業廃棄物処理業に従事された経験年数（他社での経験を含みます。） 

  ①1 年未満  ②1～2年  ③3～5年  ④6～10 年  ⑤11 年以上 

(5)会社の従業員数 

①10 人未満  ②10～30 人  ③31～50 人  ④51～100 人  ⑤101 人以上 

  (6)担当されている業務についてお書きください 

    

 

 

  

  (7)現在の担当業務に従事している年数と部下の人数  年数   年     部下の人数   名 

    

この研修は、冒頭で述べましたように主任（あるいはグループリーダ、係長と呼ばれる方）を主な受

講者と想定して組み立てています。 

あなたが、この研修会で想定している受講者のレベルより上位のお立場の場合には、これ以降の質問

につきましては、想定しているレベルの部下の方に受講して頂く場合を想定してお答え下さい。 

 

２．講義の内容について 

 (1)廃掃法及び環境保全の取り組み 

Q1 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。 

                        易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

①処理業許可（スライド番号 5～9）・・・・・・・・   １       ２       ３ 

②廃棄物の種類（スライド番号 11～21）・・・・・・   １       ２       ３ 

③処理の委託（スライド番号 23～30）・・・・・・・   １       ２       ３ 

④処理基準（スライド番号 32～41）・・・・・・・・   １       ２       ３ 
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                        易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

⑤産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)（スライド番号 43～52）   １       ２       ３ 

⑥帳簿・処理困難通知（スライド番号 54～55）・・・   １       ２       ３ 

⑦違反事例（スライド番号 57～63）・・・・・・・・   １       ２       ３ 

⑧情報収集・情報共有（スライド番号 65～68）・・・   １       ２       ３ 

⑨環境保全の理解（スライド番号 70～82）・・・・・   １       ２       ３ 

⑩放射線特措法（スライド番号 83～85）・・・・・・   １       ２       ３ 

 

 Q2 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q3 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

 

Q4 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

 

Q5 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか？ 該当するものに○を付けてください。 

①役に立つ ②役に立たない ③わからない 

 

Q6 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

(2)顧客対応等について 

Q7 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。 

                         易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

①産業廃棄物処理業の特徴と 

顧客対応（スライド番号 4～6）・・・・・・・   １       ２      ３ 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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                        易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

②排出事業者と処理会社の責務（スライド番号 8～13）  １       ２      ３ 

③不適正処理について（スライド番号 15～20）・・・   １       ２      ３ 

④産業廃棄物処理業と顧客満足（スライド番号 22～27）・ １       ２      ３ 

⑤処理業社員に望むこと（スライド番号 29～32）・・   １       ２      ３ 

 

 Q8 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q9 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

 

Q10 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

 

Q11 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか？ 該当するものに○を付けてください。 

①役に立つ ②役に立たない ③わからない 

  

Q12 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

(3)安全衛生及び諸ルールの遵守  

Q13 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。 

                        易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

①産業廃棄物処理業における 

労働災害の状況（スライド番号 4～18）・・・・・   １       ２       ３  

②労働災害の原因と 

その分析手法について（スライド番号 20～29）・・   １       ２       ３ 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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                         易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

③雇入れ時の教育（スライド番号 31～37）・・・・・・   １       ２       ３ 

④労働災害を防ぐには（スライド番号 39～46）・・・・・   １       ２       ３ 

⑤より高いレベルのリーダーを 

目指して（スライド番号 48～49）・・・・・・・・   １       ２       ３ 

⑥（参考）労働安全法について（スライド番号 51～61）・   １       ２       ３ 

 Q14 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q15 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

 

 

Q16 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

 

Q17 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか？ 該当するものに○を付けてください。 

①役に立つ ②役に立たない ③わからない 

Q18 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

(4) 中間処理 

Q19 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。 

                        易しすぎる  理解できた   難しすぎる 

①中間処理の基本システム（スライド番号 4～5）・・・   １       ２       ３ 

②廃棄物の受け入れ（スライド番号 8～23）・・・・・・   １       ２       ３ 

③中間処理（スライド番号 25～42）・・・・・・・・・   １       ２       ３ 

④設備保全（スライド番号 44～52）・・・・・・・・・   １       ２       ３ 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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                        易しすぎる  理解できた   難しすぎる 

⑤搬出（スライド番号 54～58）・・・・・・・・・・・   １       ２       ３ 

⑥環境への対応（スライド番号 60～61）・・・・・・・・   １       ２       ３ 

⑦廃棄物の事故事例（スライド番号 63～65）・・・・・    １       ２       ３ 

⑧参考資料中間処理に必要な知識（スライド番号 67～71）  １       ２       ３ 

 

 Q20 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q21 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

Q22 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

Q23 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか 該当するものに○を付けてください。 

①役に立つ ②役に立たない ③わからない 

Q24 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

３．講義の時間配分について、該当する番号に○を付けてください。 

短い   適当   長い   

①廃掃法及び環境保全の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

②顧客対応等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

③安全衛生及び諸ルールの遵守・・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

④中間処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

 

 

 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

４．スライド教材についてはいかがですか？ 該当する番号に○を付けてください。 

解り易い  解りにくい  

①廃掃法及び環境保全の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

②顧客対応等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

③安全衛生及び諸ルールの遵守・・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

④中間処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

 

上記で解りにくいを選んだ方にお聞きします。 

解りにくい部分はどこですか？自由にお書きください。 

 

 

 

 

５．今回の研修内容に対して時間の長さはいかがでしたか？ 該当するものに○を付けてください。 

 ①半日程度、②一日程度、③二日程度 がよい 

６．今回の研修内容は主任レベルとしての内容だと思いますか？ 

 

 

 

 

７．今回の研修内容と同様な内容の研修を自社でも実施されていますか？ 

該当するものに○を付けてください。 

① している ⇒どのように実施されているかを枠の中にお書きください 

② 一部している ⇒どのような内容が実施されているかを枠の中にお書きください 

③ していない  

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

（研修名、研修内容、外部研修 or 自前研修など お書きください） 
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人材育成モデル研修アンケート（最終処分用） 

 

この度はモデル研修に参加いただきありがとうございます。 

この研修会を受講して頂く対象者と想定している主任（あるいはグループリーダ、係長と呼ばれる方）

に相応しい研修会とするために、アンケートへのご協力をお願い致します。 

なお、主任（あるいはグループリーダ、係長と呼ばれる方）は、グループやチームの中心メンバーと

して、部下やメンバーの報告を受け、相談に乗りながら、求められる法的対応事項や社内の基準に沿っ

て、業務が適切に進んでいるか確認、点検し、その進め方等について適切な方向へ誘導できることが期

待される方を想定しています。 

 

１． 受講された方について 

(1)氏名・役職名   氏名：                役職：            

(2)年齢 ： ①20 代  ②30 代  ③ 40 代  ④ 50 代以上 

(3)性別  ：  ①男    ②女 

(4)産業廃棄物処理業に従事された経験年数（他社での経験を含みます。） 

  ①1 年未満  ②1～2年  ③3～5年  ④6～10 年  ⑤11 年以上 

(5)会社の従業員数 

①10 人未満  ②10～30 人  ③31～50 人  ④51～100 人  ⑤101 人以上 

  (6)担当されている業務についてお書きください 

    

 

 

  

  (7)現在の担当業務に従事している年数と部下の人数  年数   年     部下の人数   名 

    

この研修は、冒頭で述べましたように主任（あるいはグループリーダ、係長と呼ばれる方）を主な受

講者と想定して組み立てています。 

あなたが、この研修会で想定している受講者のレベルより上位のお立場の場合には、これ以降の質問

につきましては、想定しているレベルの部下の方に受講して頂く場合を想定してお答え下さい。 

 

２．講義の内容について 

 (1)廃掃法及び環境保全の取り組み 

Q1 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。 

                        易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

①処理業許可（スライド番号 5～9）・・・・・・・・   １       ２       ３ 

②廃棄物の種類（スライド番号 11～21）・・・・・・   １       ２       ３ 

③処理の委託（スライド番号 23～30）・・・・・・・   １       ２       ３ 

④処理基準（スライド番号 32～41）・・・・・・・・   １       ２       ３ 
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                        易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

⑤産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)（スライド番号 43～52）   １       ２       ３ 

⑥帳簿・処理困難通知（スライド番号 54～55）・・・   １       ２       ３ 

⑦違反事例（スライド番号 57～63）・・・・・・・・   １       ２       ３ 

⑧情報収集・情報共有（スライド番号 65～68）・・・   １       ２       ３ 

⑨環境保全の理解（スライド番号 70～82）・・・・・   １       ２       ３ 

⑩放射線特措法（スライド番号 83～85）・・・・・・   １       ２       ３ 

 

 Q2 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q3 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

 

Q4 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

 

Q5 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか？ 該当するものに○を付けてください。 

１. ①役に立つ ②役に立たない ③わからない 

 

Q6 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

(2)顧客対応等について 

Q7 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。 

                         易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

①産業廃棄物処理業の特徴と 

顧客対応（スライド番号 4～6）・・・・・・・   １       ２      ３ 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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                         易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

②排出事業者と処理会社の責務（スライド番号 8～13）  １       ２      ３ 

③不適正処理について（スライド番号 15～20）・・・   １       ２      ３ 

④産業廃棄物処理業と顧客満足（スライド番号 22～27）・ １       ２      ３ 

⑤処理業社員に望むこと（スライド番号 29～32）・・   １       ２      ３ 

 

 Q8 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q9 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

 

Q10 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

 

Q11 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか？ 該当するものに○を付けてください。 

１. ①役に立つ ②役に立たない ③わからない 

  

Q12 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

(3)安全衛生及び諸ルールの遵守  

Q13 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。 

                        易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

①産業廃棄物処理業における 

労働災害の状況（スライド番号 4～18）・・・・・   １       ２       ３  

②労働災害の原因と 

その分析手法について（スライド番号 20～29）・・   １       ２       ３ 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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                         易しすぎる  理解できた  難しすぎる 

③雇入れ時の教育（スライド番号 31～37）・・・・・・   １       ２       ３ 

④労働災害を防ぐには（スライド番号 39～46）・・・・・   １       ２       ３ 

⑤より高いレベルのリーダーを 

目指して（スライド番号 48～49）・・・・・・・・   １       ２       ３ 

⑥（参考）労働安全法について（スライド番号 51～61）・   １       ２       ３ 

 

 Q14 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q15 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

 

 

Q16 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q17 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか？ 該当するものに○を付けてください。 

１. ①役に立つ ②役に立たない ③わからない 

 

Q18 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

(4) 最終処分 

Q19 講義は理解できましたか？ 該当する番号に○を付けてください。 

                        易しすぎる  理解できた   難しすぎる 

①検査・分析、受入（スライド番号 2～10）・・・・・    １       ２       ３ 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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                        易しすぎる  理解できた   難しすぎる 

②埋立作業 

ⓐ埋立について（スライド番号 12～19）・・・・・   １       ２       ３ 

ⓑ埋立現場作業について（スライド番号 20～37）・   １       ２       ３ 

③モニタリング（スライド番号 39～49）・・・・・・・   １       ２       ３ 

 

 Q20 上記で難しすぎるを選んだ方にお聞きします。 

理解が難しかった部分について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Q21 今回の講義の内容ではじめて知ったことは何ですか？ 

 

 

 

Q22 講義に追加してほしい内容がありましたら自由にお書きください。 

 

 

 

Q23 今回の講義内容は日常の業務に役立ちますか 該当するものに○を付けてください。 

１. ①役に立つ ②役に立たない ③わからない 

Q24 その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

３．講義の時間配分について、該当する番号に○を付けてください。 

短い   適当   長い   

①廃掃法及び環境保全の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

②顧客対応等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

③安全衛生及び諸ルールの遵守・・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

④最終処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１    ２    ３ 

 

 

（該当するスライド番号も合わせてお書きください） 
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その他意見がある方は以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

４．スライド教材についてはいかがですか？ 該当する番号に○を付けてください。 

解り易い  解りにくい  

①廃掃法及び環境保全の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

②顧客対応等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

③安全衛生及び諸ルールの遵守・・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

④最終処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １      ２ 

 

上記で解りにくいを選んだ方にお聞きします。 

解りにくい部分はどこですか？自由にお書きください。 

 

 

 

 

５．今回の研修内容に対して時間の長さはいかがでしたか？ 該当するものに○を付けてください。 

 ①半日程度、②一日程度、③二日程度 がよい 

６．今回の研修内容は主任レベルとしての内容だと思いますか？ 

 

 

 

 

７．今回の研修内容と同様な内容の研修を自社でも実施されていますか？ 

該当するものに○を付けてください。 

① している ⇒どのように実施されているかを枠の中にお書きください 

② 一部している ⇒どのような内容が実施されているかを枠の中にお書きください 

③ していない  

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

（研修名、研修内容、外部研修 or 自前研修など お書きください） 
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人材育成方策検討結果報告会開催次第 

－平成27年度産業廃棄物処理業における人材育成方策検討調査－ 

１．開催日時： 平成28年3月23日（水） 13：30～16：30 

２．開催場所： フクラシア東京 会議室H

３．プログラム

13:30 開会

13:30～13:50 
（20分） 

開会挨拶

「人材育成方策調査検討が目指すこと」

専務理事 森谷 賢

13:50～14:35 
（45分） 

「産業廃棄物処理業界等における人材育成・資格制度の状況」

事業部長兼調査部長 香川 智紀

14:35～14:50 
（15分） 

休憩

14:50～15:30 
（40分） 

「産業廃棄物処理業における業務に求められる能力・知識（資格制度の

創設を視野に入れて）」

専務理事 森谷 賢

15:30～16:00 
（30分） 

「モデル研修会開催結果について」

事業部 主査 横山 大志

16:00～16:30 
（30分） 

意見交換・アンケートの記入

16:30 閉会
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人材育成方策調査検討が目指すこと

公益社団法人 全国産業廃棄物連合会
専務理事 森谷 賢

平成28年3月23日
人材育成方策検討調査報告会

タスクフォース報告書 27年11月24日
提案理由

• 時代の要請と産業廃棄物業界の役割を認識し、循環型
社会づくりと低炭素社会に寄与するために、当業界に対
する認識とその実態を、受け手としての“廃棄物の処
理・処分”から創り手としての“資源とエネルギーを製造
する”業界へと引き上げていくべきである。

• このためには、業界自らの変革への強い覚悟とそれに
向けた弛まぬ努力とともに、その取組を促進する新たな
制度が必要である。そこには、少なくとも以下の6項目の
振興策を盛り込むことが効果的であると考える。

2
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タスクフォース報告書 27年11月24日
提案する6項目の振興策

（１）資格制度の創設

（２）研修等による人材育成

「仮称・資源循環アカデミー」の検討

（３）技術レベルの向上

（４）リサイクル品の品質基準の明確化と利用促進

（５）海外展開

（６）連合会と都道府県産業廃棄物協会の役割と
機能の強化

3

産業廃棄物処理業の発展には

• 産業廃棄物処理業は、適正処理を通じて、循
環型社会の形成のみならず、低炭素社会の
実現に寄与するなど、我が国の社会にとって
極めて重要な産業の一つである。

• 今後、地域も含め広く社会からの確実な信頼
を得て、産業廃棄物業界が持続可能な社会
に貢献し健全な発展を遂げるには、様々な変
革が必要である。

4
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人材育成と資格が重要

• そのためには、適正処理のためのコンプライアンス
を前提として、人材を育成し技術力を向上させること
により、従来のイメージを払拭し社会からの信頼を
得ることが肝心である。

• 時代の要請と産業廃棄物業界の役割を認識し、当
業界に対する認識とその実態を、“廃棄物の処理・
処分”から “資源とエネルギーを製造する業界”へと
引き上げていくことである。

• このためには、業界に従事する者の育成や資格制
度の創設は、なによりも中核的なものと考える。

5

資格制度の意義

• 資格制度の創設は、業界に従事する者が誇りをもっ
て一生懸命に働くモチベーションとなる。また、産業
廃棄物処理業者が排出事業者を含め地域社会から
の信頼を得て引き続き営業していくためにも、非常
に重要である。

• 排出事業者が安心して仕事を任される能力を有し、
コンプライアンスが確立されており、地域住民等へ
の安心感を与え、高い技術力を持っていることを示
すには、能力等を高めるための人材育成はもとより
、能力等を客観的に示す資格制度が有効である。

6

<16-4> 



業界における配慮事項 その１

① 産業廃棄業の業態は、収集運搬、中間処理、最終
処分に分かれ、更にそれぞれの業態において、従
業員は現業部門と営業、事務等の部門に属する。
従業員がおかれている多様な状況を視野に入れ
る。

② 従業員は、企業内の職位に応じた、廃棄物処理法
の知識はもとより、安全衛生、省エネルギー・低炭
素化、危険物管理など、産業廃棄物処理に関係す
る多くの分野の知識と技術・技能を必要とする。

7

業界における配慮事項 その２

③ 産業廃棄物処理業は、資本金5千万円未満
の企業が88.6％、産業廃棄物処理業の売上
高が1億円未満の企業が78.8％、従業員数
49名以下の企業が65.5％であるなど中小で
零細な企業が多い。（環境省の「平成23年度
産業廃棄物処理業実態調査業務報告書」）

8
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業界における配慮事項 その３

④平成17年度「雇用高度化推進事業報告書」

（厚生労働省の支援）における指摘。

排出事業者等の顧客の変化を見据えること

企業や従業員のチャレンジを促すこと

教育内容は業界における具体事例（法令、安全
等）を踏まえること

最近の採用動向（転職者等）に対応すること

キャリアアップとなる人材育成の体系化が重要で
あること

9

平成27 年度人材育成方策検討調査
（環境省受注業務）の概要

1. 産業廃棄物業界等における人材育成の現状把握
（都道府県協会、産業廃棄物業界、他の業界）

2. 人材育成のニーズの高い業務及び当該業務に求
められる能力等の特定 ←配布の能力・知識表案

3. 能力等の確保・向上のための研修内容の検討

4. モデル研修の実施（3/15、3/16、3/17）
5. 人材育成促進のための枠組みの検討

（資格制度の創設を視野に入れて）

6. 報告会の開催（3/23）

10
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本日のプログラム

13:30 開会

13:30～13:50
（20分）

開会挨拶
「人材育成方策調査検討が目指すこと」

専務理事 森谷 賢

13:50～14:35
（45分）

「産業廃棄物処理業界等における人材育成・資格制度の状況」
主に項目１

事業部長兼調査部長 香川 智紀

14:35～14:50
（15分）

休憩

14:50～15:30
（40分）

「産業廃棄物処理業における業務に求められる能力・知識
（資格制度の創設を視野に入れて）」
主に項目２と項目５

専務理事 森谷 賢

15:30～16:00
（30分）

「モデル研修会開催結果について」
主に項目３と項目４

事業部主査 横山 大志

16:00～16:30
（30分）

意見交換・アンケートの記入

16:30 閉会

11
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産業廃棄物処理業界等における
人材育成・資格制度の状況

公益社団法人全国産業廃棄物連合会

事業部長兼調査部長 香川智紀

平成28年3月23日

人材育成方策検討調査報告会

企業における資格等の活用
企業における資格制度に対するニーズや取り扱い状況
等を把握する。

産業廃棄物処理業界等における
人材育成の現状把握（調査項目）

協会対象調査
業界における人材育成事業の実績、ニーズ等を把握する。

処理業者対象調査
処理業者における業務内容、人材育成の現状、ニーズ等
を把握する。

他業界資格制度
他業界における資格制度の概要を把握する。

業界として人材育
成、資格制度を検
討するための参考
とする。

2
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産業廃棄物処理業者対象調査（まとめ）

① 重要なカリキュラム
– 安全衛生
– 挨拶やマナーなど社会人としての基本事項
– 産業廃棄物処理業から派生する事業の内容
– 実務については企業固有性があるが、共通事的に取り上げられ

る事項は必要
– 社内の配置転換に対応した内容

② 講義内容
– 知識を業務に結びつけることができる内容
– 考えるきっかけとなる具体事例の提供

③ 理解度をチェックする仕組み
– 試験の実施等、理解度を確認する仕組みの構築

④ 日程
– 中小零細企業が従業員を派遣できる期間は2日以内が妥当

3

産業廃棄物協会対象調査（まとめ）

① 協会が実施している人材育成事業
– 産業廃棄物処理業に必要とされる知識等の提供

• 産業廃棄物処理に関する知識
• 廃棄物処理法に関する知識
• 最新知識（法改正に関する情報提供など）

② 協会としての課題
– カリキュラムのマンネリ化
– 処理業者のニーズが多岐にわたり継続が難しい。
– 講師の確保が困難

③ 人材育成を継続するために求められること
– 継続できる仕組みの構築
– 処理業者のニーズに合ったテキストの作成
– カリキュラムの提案
– 資格制度の創設

4
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企業における資格等の活用状況（まとめ）

企業が従業員に取得を命令又は奨励する資格

① 法律上選任が義務付けられている資格

② 業務独占型の資格

• 資格を取得していなければ、該当する業務を
行うことが禁止されている資格

③ 社内資格、社内検定

• 勉強会や講習会を会社が開催するなど、取得
が奨励されており、さらに資格取得後は昇進、
昇格にも反映されている。

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」

（平成26年独立行政法人労働政策・研究機構）

5

企業における資格等の活用状況（まとめ）

産業廃棄物処理業界において資格制度を検討す
る業務

① 業務命令で取得または取得を奨励する可能性の
ある業務

② 既存の業務独占型資格以外に資格化を目指す必
要がある業務

• 処理業者において人材育成ニーズの高い業務

• 社内資格、社内検定の対象として相応しい業務

6
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他業界における資格制度の状況（まとめ）

① 受験（受講）資格の設定
– 実務経験年数を設定している事例が多い。
– 学歴等に応じて実務経験年数が短縮される事例がある。
– 実務経験を短縮するための講習会が用意されている事例がある。

② 試験の実施
– ほとんどの事例で実施されている。

③ 資格付与の手続き
– 試験合格により資格付与
– 講習会受講後の試験合格により資格付与
– 試験合格後、登録証交付により資格付与

④ 登録制度の導入
– 登録制度を導入している事例がある。

⑤ 更新制度の導入
– 資格に応じた知識・技能を維持するために有効期間が定められている事例が多い。
– 終身資格の事例がある。

⑥ 更新の方法
– 更新条件として、更新講習の受講、更新試験の合格、CPD単位の取得などがある。

7

産業廃棄物処理業者における
人材育成の現状把握

過去の調査研究結果を参考として、現在の産業廃棄物
処理企業における業務内容、人材育成の現状及びニー
ズなどを確認、把握する。

8
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産業廃棄物処理業者における取り組み

ヒアリング調査

1. 調査対象の選定

〔関係者〕

– 連合会が過去に実施した人材育成関連調査のヒア
リング対象者

– 連合会が設置している委員会の委員

– 他団体等が実施した人材育成関連調査のヒアリン
グ対象者及び委員会委員（連合会が推薦した委員）

– タスクフォースメンバー及びヒアリング対象者

9

産業廃棄物処理業者における取り組み

2. 調査対象の選定

業種・業態

収集運搬
医療系

工場系

中間処理

焼却
建設系

工場系

選別（建設系）

液状物処理

最終処分
安定型

管理型

10
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産業廃棄物処理業者における取り組み

3. 調査項目

– 企業概要（規模、事業内容、組織体制）

– 人事、処遇に関する基本的な考え方と制度の
概要

– 人材育成、教育訓練についての考え方と現状

– 従業員の雇用状況

– 経営戦略の方向と経営課題

11

結果の概要

1. 求める人材像（知識、能力、資格、技術、経験など）

– 産業廃棄物処理の事業内容等にかかわらず、
求める人材像は類似している。

– 既に持っている知識よりも、必要な知識やス
キルを柔軟に吸収し、実践できる人材が求め
られている。

12
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結果の概要

〔企業が求めている人材像〕（主な意見）

– 人間性
明るさ、礼儀正しさ、素直な心、謙虚な姿勢、感謝の気
持ち、協調性、やる気、リーダーシップ

– 仕事への取り組み意欲
コツコツと仕事ができる、考えながら迅速に動く、正し
い倫理観、自律的・継続的に自己研鑽に取り組む姿勢、
高い目標設定、幅広く様々な分野への挑戦意欲

– 健康

– 実務経験

– 安全意識

13

結果の概要

2. 人材育成・教育訓練を行う上での問題点、
制約要因

– 人材育成・教育訓練を行う上での課題は、事
業内容等にかかわらず共通である。

14
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結果の概要

〔人材育成上の問題点、制約要因〕（主な意見）

– 職務遂行能力の向上に結びつく教育の設計・編集が
困難

– 知識や取組状況の格差、落ちこぼれ対策
– 教育時間の確保
– 知識教育の効果の測定

• 外部研修の受講を推奨しているが受講が目的化している。
• 研修で学んだことを日常業務に活かすための意識改革

– 職種、階層等を勘案して研修対象者を絞り込んだ場
合、個々の研修の対象人員が少数となるため、外部
機関の研修に頼らざるをえない。

– 知識教育と実地教育（OJT）のバランス

15

結果の概要

3. 取り組んでみたい人材育成・教育訓練

– 今後の経営戦略に基づき語学研修を重視した
い。

– マナー教育や安全教育などの基本的な教育を
重視したい。

16
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結果の概要

〔取り組んでみたい人材育成・教育訓練〕（主な意見）

– マナー教育
– 廃棄物処理法の運用

• 理論付けて運用する能力の向上が必要

– 安全教育の強化
– 語学研修

• 将来の海外展開促進への対応

– マネジメント訓練
• 会社規模の拡大に応じて人事管理等の知識が必要

– 配置転換に向けた教育
– 暗黙知の明識知への転換

• OJTのOff-JT化

– 異業種や大学・研究機関との交流

17

結果の概要

4. 今後の経営に対する考え方（戦略の基本方向）

– 無事故・無災害・安定操業を基本としつつ、
産業廃棄物処理業にかかわる他の事業（エネル

ギー産業、環境ソリューション事業など）への参画を視
野に入れたい。

18
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結果の概要

〔今後の経営に対する考え方〕（主な意見）

– 安全操業
– 安定操業

• 既存事業の収益力強化、技術開発、施設整備

– 人材確保・底上げ
• 優秀な人材確保、教育の充実、定着率向上

– 事業展開、事業拡大
• 新規事業分野（エネルギー関連産業等）への進出を含

む環境ビジネスの構築、海外展開

– 社会貢献、地域との共生
• 信頼性向上、CSR活動、地球温暖化防止対策、災害廃

棄物処理、非常時のエネルギー拠点化

19

産業廃棄物処理業者対象調査（まとめ）

① 重要なカリキュラム
– 安全衛生
– 挨拶やマナーなど社会人としての基本事項
– 産業廃棄物処理業から派生する事業の内容
– 実務については企業固有性があるが、共通事的に取り上げられ

る事項は必要
– 社内の配置転換に対応した内容

② 講義内容
– 知識を業務に結びつけることができる内容
– 考えるきっかけとなる具体事例の提供

③ 理解度をチェックする仕組み
– 試験の実施等、理解度を確認する仕組みの構築

④ 日程
– 中小零細企業が従業員を派遣できる期間は2日以内が妥当

20
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産業廃棄物処理業界における
人材育成事業の実態把握

産業廃棄物協会における人材育成事業の実績、ニーズ
等を把握する。

産業廃棄物協会における取り組み

1. アンケート調査

〔調査項目〕

– 協会が実施している研修会等の概要

– ニーズが高かった内容や研修の仕組み

– 研修が必要と考えられる業務

– レベルアップが必要と考えられる対象者・分野

– 研修会企画時の課題、等

2. ヒアリング調査

– 事業継続の仕組み・工夫・課題

22
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結果の概要（アンケート調査）

1. 全国の協会が実施している研修会
– 開催回数：延べ260回

– テーマ
• 適正処理に関する実務的な内容が多い。

– 研修会名称の主なもの
• 産業廃棄物処理実務者研修会

• 産業廃棄物適正処理講習会

• 適正処理マネジメント研修会

• 排出事業者研修会

• 優良産業廃棄物処理業者育成研修会

23

結果の概要（アンケート調査）

2. ニーズが高かった研修の内容
– 産業廃棄物処理に関する知識

• 基礎知識、実務
– 契約、マニフェスト、申請手続き

• 先進事例
– 事業戦略（事業拡大、事業改善）、優良事業者認定制度、

エコアクション21登録認証

– 廃棄物処理法に関する内容
• 具体事例

– 廃棄物該当性判断、行政処分

– 最新情報
• 法改正等の制度変更に関する情報

– 廃棄物処理法、労働安全衛生法、税法、暴力団対策、条例

24
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結果の概要（アンケート調査）

3. 研修が必要と考える対象者

25

研修が必要と考える業種 回答協会数

産業廃棄物処理業務に係わる実務担当者及び管理者 12

営業担当者 9

処理業従事者 24

内訳

収集運搬担当者 12

処分の管理担当者 6

処分の実務担当者 6

排出事業者 9

その他 24

総回答数 87

結果の概要（アンケート調査）

4. レベルアップを必要とする対象者

– 新入社員

– 中途採用

– 配置転換された社員

– 廃棄物処理実務を担当している管理者、職員

26
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結果の概要（アンケート調査）

5. 研修会に関する課題

〔主な意見〕

– 適切な講師の選定が難しい。

– 良いカリキュラムが見当たらない。

– ニーズが多岐にわたり研修の的を絞りにくい。

– 受講者を確保しにくい。

27

結果の概要（アンケート調査）

6. 連合会に求めること

〔主な意見〕

– 充実したテキストの作成

– カリキュラムの提案

– 講師の紹介

– メリットが見える研修会の開催

– 業界内の資格制度の創設

28
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結果の概要（ヒアリング結果）

1. 事業継続の仕組み

– 緊急雇用創出事業の一環として、産業廃棄物
処理業の若手従業員等定着支援事業を実施す
ることにより研修会を実施した。

– 協会として中長期ビジョンを作成し、そのビ
ジョンに基づいて人材育成に取り組んでいる。

– 青年部の役員に講師を依頼し、頻繁に打合せ
を行っている。

29

結果の概要（ヒアリング結果）

2. 工夫
– 排出事業者と処理業者は立場が違うため、

別々の研修会を開催している。

– 全ての立場（排出事業者と処理業者）が共通
理解をするため、同じ研修会を受講できる仕
組みが重要である。

– 従業員を対象にした研修会は半日を基本とし
ている。

– 実際に実務に携わっている人に講義を依頼し
ている。

30
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産業廃棄物協会対象調査（まとめ）

① 協会が実施している人材育成事業
– 産業廃棄物処理業に必要とされる知識等の提供

• 産業廃棄物処理に関する知識
• 廃棄物処理法に関する知識
• 最新知識（法改正に関する情報提供など）

② 協会としての課題
– カリキュラムのマンネリ化
– 処理業者のニーズが多岐にわたり継続が難しい。
– 講師の確保が困難

③ 人材育成を継続するために求められること
– 継続できる仕組みの構築
– 処理業者のニーズに合ったテキストの作成
– カリキュラムの提案
– 資格制度の創設

31

企業における資格等の活用状況

資格制度に対する企業のニーズや企業内における資格
等の取り扱い状況等を把握する。

32
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企業における資格等の活用状況調査の概要

資格制度創設に向けての検討にあたり、①資格
等に対する企業のニーズ、②企業内における資
格等の取り扱いを把握することが重要である。

– 独立行政法人労働政策・研究機構が「企業におけ
る資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支
援に関する調査」（平成26年）を実施。
・調査対象：農林漁業、公務を除く常用雇用者100人以

上の企業9,976社

・有効回答：1,475社

– 本報告書から参考情報を抽出した。
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企業における資格等の活用状況調査結果（１）

1. 企業が重視している資格

– 法律上選任が義務付けられている資格（衛生管
理者、安全管理者など）

– 運転関連資格（フォークリフト、玉掛け技能など）

– 電気関連資格（電気主任技術者、電気工事士など）

– 知識やスキルのレベルを認定する資格（技能検
定、語学検定、簿記など）

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」

（平成26年独立行政法人労働政策・研究機構）
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企業における資格等の活用状況調査結果（２）

2. 資格制度の活用に関する意向
– 積極的に活用したい（65%）

• 専門性に対する従業員の意欲向上
• 従業員の仕事上の能力の客観的評価
• 社外に対する従業員の職業能力のアピール
• 従業員への教育訓練の円滑化

– 積極的に活用する考えはない（32%）

• 自社の業務にあった適切な資格がない
• 職業能力の一部を証明するに過ぎない
• 資格取得が従業員の成果につながっていない
• 資格が乱立し、内容やレベルが不明確
• 取得の支援に手間、コスト、時間がかかる

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」
（平成26年独立行政法人労働政策・研究機構）
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企業における資格等の活用状況調査結果（３）

3. 重視している資格の企業内における扱い
① 重視している資格取得者の確保方策

• 会社主導型（業務命令で取得させる：業務を行ううえで必
要となる業務独占型の資格）

– 玉掛け技能、クレーン・デリック運転士、フォークリフト
技能者、溶接、有機溶剤作業主任者、安全管理者、危険物
取り扱い衛生管理者、ボイラー技士など

• 取得奨励型（一定の職位までに取得を奨励：会社主導）
– 技術士、施工管理技士、社内資格、社内検定など

• 取得奨励型（自己啓発のために取得を奨励：従業員主導）
– オラクルマスター、マイクロソフトオフィススペシャリス

ト、中小企業診断士、社旗保険労務士、語学検定など

• 採用型（有資格者を採用）
– 薬剤師、自動車免許、自動車整備士、一級建築士など

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」
（平成26年独立行政法人労働政策・研究機構）
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企業における資格等の活用状況調査結果（４）

3. 重視している資格の企業内における扱い
② 取得支援の方法

• 費用支援型（受講料、講習会費などの費用の援助）
– 多くの資格が該当

• 時間配慮型（受験や受講に時間的に配慮）
– ケアマネージャー、介護福祉士、社会福祉士など

• 勉強会型（勉強会、講習会を会社側で独自に開催）
– 社内資格、社内検定など

• 無支援型
– 自動車免許、社会保険労務士など（資格者確保の観点か

ら採用型に位置付けられる。）

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」

（平成26年独立行政法人労働政策・研究機構）
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企業における資格等の活用状況調査結果（５）

3. 重視している資格の企業内における扱い

③ 取得を重視する理由

• 基礎的な知識、技能の習得に役立つ、担当業
務に必要な知識、技能の習得に役立つ

– ほとんどの資格が該当

• 法令対策上必要

– 衛生管理者、安全管理者など

• 中長期的なキャリア形成に役立つ

– 語学検定、中小企業診断士など

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」

（平成26年独立行政法人労働政策・研究機構）
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企業における資格等の活用状況調査結果（６）

3. 重視している資格の企業内における扱い
④ 資格を取得した従業員に対する人事管理上の措置

• 昇進や昇格にあたって考慮する（昇進・昇格反映型）
– 社内資格、社内検定、旅行業務取扱主任者など

• 配置や異動にあたって考慮する（配置反映型）
– 有機溶剤作業主任者、クレーン・デリック運転士、溶接、ボイ

ラー技士など

• 毎月の手当を支給（手当支給型）
– 薬剤師、看護師など

• 祝金、一時金を支給（一時金支給型）
– 中小企業診断士、ファイナンシャル・プランナーなど

• 表彰・掲示型
– 技能検定など

• 特に何もやっていない
– 自動車免許、フォークリフトなど

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」
（平成26年独立行政法人労働政策・研究機構）
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企業における資格等の活用状況調査結果（７）

4. 採用・登用における資格の活用
① 正社員の採用・登用における資格の活用

• 採用時に資格の所持を重視する企業の割合は、医
療・福祉業、建設業では高く、飲食・宿泊業では
低い。

– 正社員の新卒採用時（20%）

– 正社員の中途採用時（37%）

– 非正社員の採用時（19%）

② 非正社員の採用・登用における資格の活用
• 金融業、保険業、不動産業以外は、正社員の中途

採用より重視される傾向が弱い。

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」

（平成26年独立行政法人労働政策・研究機構）
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企業における資格等の活用状況（まとめ）

企業が従業員に取得を命令又は奨励する資格

① 法律上選任が義務付けられている資格

② 業務独占型の資格

• 資格を取得していなければ、該当する業務を
行うことが禁止されている資格

③ 社内資格、社内検定

• 勉強会や講習会を会社が開催するなど、取得
が奨励されており、さらに資格取得後は昇進、
昇格にも反映されている。

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」

（平成26年独立行政法人労働政策・研究機構）
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企業における資格等の活用状況（まとめ）

産業廃棄物処理業界において資格制度を検討す
る業務

① 業務命令で取得または取得を奨励する可能性の
ある業務

② 既存の業務独占型資格以外に資格化を目指す必
要がある業務

• 処理業者において人材育成ニーズの高い業務

• 社内資格、社内検定の対象として相応しい業務
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他業界における資格制度の状況

他業界における資格制度の運営状況を把握する。
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他業界における取り組み

1. 文献調査
– 人材育成取り組み状況調査
– 資格制度の概要

2. ヒアリング調査
– 資格制度の概要（目的、導入の経緯、資格付与の方法、

資格取得者の役割、教育体制、法的位置付けなど）

– 資格制度の維持管理の課題・工夫
– 資格制度・人材育成プログラムの実施の経緯、実

施規模
– 資格制度・人材育成プログラムの対象となる業務、

従業員層、従業員規模
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調査対象業界の選定

1. 建設業
– 分業化が進んでおり、それらの業務ごとに資格や

評価制度が整備されている。

– 継続教育の仕組みが普及している。

2. 解体工事業
– 顧客の関心が解体技術ではなく、料金に偏りがち

であり、事業環境が産廃処理業界と類似している。

3. 運送業
– 産廃処理業界において事業者数が最も多い収集運

搬業と業務形態が類似している。
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技術者の要件（建設業）

• 建設工事に関する請負契約の適正な締結、
履行を確保するためには、許可を受けよ
うとする建設業に係る建設工事について
の専門的知識が必要。
– 建設業の許可要件として専任技術者の設置が

求められている。

– 専任技術者は、一般建設業、特定建設業、建
設業の種類等により必要な資格等が異なる。

– 専任技術者は営業所に常勤していることが必
要。
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技術者資格の変遷（建設業）

• 工事現場への主任技術者の設置義務化（S24）

• 営業所への技術者の配置（S28）

• 技術検定制度の創設（S35）

– 施工技術の向上の意欲の期待
– 建設工事の質の向上、効率化、事故防止等

• 課題
– 技術検定に合格しても待遇面で優遇されない。
– 検定受験者の高齢化等。

• 業界団体等の要望に基づき、専門工事業界等が独自に実施し
ている資格検定試験を大臣告示により認定制度化（S59）

• 特定建設業の営業所専任技術者、監理技術者を国家資格者※

等に限定（S62）

※建設業法、技術士法、建築士法、職業能力開発促進法、電気事業法、電気工事士法、
水道法、消防法等

• 経営事項審査制度の義務化、監理技術者講習の義務付け（H6）
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建設業における資格制度の利用

• 公共工事では、経営事項審査が義務付けられており、
技術的能力の審査項目として技術職員数が審査される。
– 経営事項審査とは

• 建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受
けなければならない審査

• 発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について、
客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格
付けを実施

• 客観的事項（経営事項審査）は、経営状況、経営規模、技術的
能力、その他の客観的事項について数値により評価

• 建設業に係わる資格制度のうち、最近、民間資格とし
て発足した資格に着目した。

• RCCM（シビルコンサルティングマネージャー）
• 登録基幹技能者
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シビルコンサルティングマネージャ
（Registered Civil Engineering Consulting Manager ; RCCM）

建設コンサルタント業務を円滑、的確に遂行するための技術管理能力
及び一般基礎技術力ならびに専門分野における技術力を判定するため
に、一般社団法人建設コンサルタンツ協会が平成3年から実施する民
間資格

• 役割
– 「設計業務等共通仕様書」（国交省）に規定される管理技術者、

照査技術者、業務担当者として、業務の適正な執行を管理し、
業務成果の照査、業務に関する技術上の事項処理を担当する。

• 導入の経緯
– 建設コンサルタント登録制度（国交省）において、専任の技術管

理者（原則として技術士）の設置が義務付けられている。
– 優秀な技術者が活用されることにより建設コンサルタントの技

術力の向上を図ることを目的としてRCCM資格が創設された。

• 資格の活用
– 管理技術者、照査技術者として位置付けられ、プロポーザル方

式の加点材料となる。
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RCCM資格制度

受験資格
学歴

経験年数
RCCM試験

RCCM登録簿
への登録

CPD単位取得
100単位/4年

RCCM登録更
新講習の受講

合格

受験資格
大学院修了者： 8年以上
大学卒業者 ：10年以上
高校卒業者 ：14年以上
中学卒業者 ：17年以上

登録者に資格付与
(登録の有効期間4年)

DVD教材による
学習及び演習

(正解率8割以上)

筆記試験
・専門分野の業務経験
・法制度・建設一般知識
・管理技術力
・専門技術知識
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登録基幹技能者
熟練した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率
的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技術者として、専
門工事業団体の資格認定を受けた者

• 役割
– 建設現場での技能労働者のトップ（総括職長）として、安全管

理・品質管理等の横断的な調整・指導を実施

• 導入の経緯
– 平成8年に専門工事業団体が自主的に運営する民間資格として整

備された。
– 平成20年の建設業法施行規則改正により「登録基幹技能者制

度」として位置付けられ、国交省大臣登録機関が実施する登録
基幹技能者講習修了者は経営事項審査の加点対象となった。

– 現在33職種が42団体で実施されている。

• 資格の活用
– 登録基幹技能者の配置は経営事項審査での加点対象
– 元請ゼネコンによる優良技能者認定制度において認定を受ける

ことで手当が加算
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登録基幹技能者制度

受講資格
実務経験年数
職長経験年数

特定資格の所有

登録基幹技能
者講習受講

講習後の
試験

講習終了証の
交付

=受講修了者
更新講習

受講資格
・10年以上の実務経験
・3年以上の職長経験
・実施機関が定める資格の保有

10時間以上の講義

1時間の試験

合格で受講終了

終了証の有効期間5年
52
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解体工事施工技士

解体工事業に従事する現場管理者等の解体工事技術、
廃棄物の適正処理、建設リサイクル法に対応した施工
管理能力の向上を図ることを目的とした国土交通省令
に基づく試験制度

• 導入の経緯
– 平成3年に建設省が解体工事業界を指導し、平成

5年に社団法人全国解体工事業団体連合会が設立
された際に、講習会と試験を主幹事業として位置
付けられた。

• 資格の活用
– 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に

基づく技術管理者
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解体工事施工技士試験制度

受験資格
実務経験年数

解体工事
施工技士試験

登録申請により
登録者名簿に登録

登録更新講習

実務経験8年以上
（学歴により短縮） 合格

登録者に資格付与
（登録の有効期間5年）

1日講習
5年目は受講義務付け

10年目以降は任意受講
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運送業

• 自動車運送事業者は、営業所ごとに配置車両
数に応じた数以上の運行管理者を選任※する
ことが義務付けられている。
※運行管理者の選任数(人)＝1(人)×事業用自動車の車両数(台)/30(台)＋1

• 運行管理者は、運転者の指導監督、運転者の
乗務割の作成、運転者の疲労・健康状態の把
握、安全運行の指示などの業務を行うことが
法令で定められている。

• 運送事業者を対象とした民間資格について調
査した。
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物流経営士

トラック運送事業に関する知識及び技能の向上を図り、
経営に携わる者の資質の向上に資する。

• 導入の経緯
– 平成9年に全日本トラック協会に設置された検討

会において、優良な労働者の確保に向けて業界の
イメージ向上が重要であり、そのためにはまず経
営者の意識を変えることが不可欠であるとの結論
が出された。

– そこで、愛知県トラック協会及び東京都トラック
協会において既に実施されていた経営者向けの研
修会を基本として、平成10年に物流経営士を創
設した。
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物流経営士資格認定制度

合否判定

物流経営士資格認定講座・試験

策定

・物流経営士資格認定講座実施規定

・講習カリキュラム

受講

策定・公表

・物流経営士資格認定講座実施
規定（講座の実施運営方法）

・標準カリキュラム（最低限履
修が必要な必須科目）

講座実施規定及び
カリキュラムの審査

物流経営士の

資格付与 資格取得

受講者資格認定講座実施機関全日本トラック協会

通知

申請

承認
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廃棄物処理施設技術管理者

廃棄物処理施設技術管理者の資格要件を補
完し、望ましいとされる技術管理者を養成
し、その能力を認定する民間資格

• 導入の経緯

– 技術管理者は、廃棄物処理法に規定する学
歴・経験等の要件を備え、かつ、厚生省通知
において廃棄物処理施設及び事業場の類型毎
に必要な専門的知識及び技能に関する講習等
を終了することが望ましいとされた。
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廃棄物処理施設技術管理者講習制度

所有資格・学歴・実務
経験年数の受講資格を

満たしている者

受講資格を

満たしていない者

廃棄物処理施設技術管理者講習
【基礎課程】受講

廃棄物処理施設技術管理者講習
【管理課程】受講

能力認定試験合格により講習修了

技術管理士認定証の交付

59

他業界における資格制度の状況（まとめ）

① 受験（受講）資格の設定
– 実務経験年数を設定している事例が多い。
– 学歴等に応じて実務経験年数が短縮される事例がある。
– 実務経験を短縮するための講習会が用意されている事例がある。

② 試験の実施
– ほとんどの事例で実施されている。

③ 資格付与の手続き
– 試験合格により資格付与
– 講習会受講後の試験合格により資格付与
– 試験合格後、登録証交付により資格付与

④ 登録制度の導入
– 登録制度を導入している事例がある。

⑤ 更新制度の導入
– 資格に応じた知識・技能を維持するために有効期間が定められている事例が多い。
– 終身資格の事例がある。

⑥ 更新の方法
– 更新条件として、更新講習の受講、更新試験の合格、CPD単位の取得などがある。
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産業廃棄物処理業における業務に求められる
能力・知識（資格制度の創設を視野に入れて）

公益社団法人 全国産業廃棄物連合会
専務理事 森谷 賢

平成28年3月23日
人材育成方策検討調査報告会

平成27 年度人材育成方策検討調査
（環境省受注業務）の概要

1. 産業廃棄物業界等における人材育成の現状把握
（都道府県協会、産業廃棄物業界、他の業界）

2. 人材育成のニーズの高い業務及び当該業務に求
められる能力等の特定 ←配布の能力・知識表案

3. 能力等の確保・向上のための研修内容の検討

4. モデル研修の実施（3/15、3/16、3/17）
5. 人材育成促進のための枠組みの検討

（資格制度の創設を視野に入れて）

6. 報告会の開催（3/23）

2

<16-38> 



業務遂行のための能力・知識表

1. 重点対象とするレベルを、中小企業では社内教育が難しくなるＬ２（主任
レベル相当）とする。

2. 収集運搬、中間処理、最終処分の業態ごとに、産業廃棄物の処理にお
いて人材育成のニーズの高い業務を特定する。

3. そして、業務遂行にとって必要となる能力と知識を明らかにする。

4. 現場における業務をまずとりあげる。マニフェストのような特有な事務業
務があるが、そのための能力・知識は今後とりあげる。

産業廃棄物処理業の主任レベル相当とは？。
※社内が、社長以下、Ｌ４（部長）、Ｌ３（課長）、Ｌ２（主任）、Ｌ１（担当）のように階層となっ

ていると想定する。

※「主任レベル相当」とは、グループやチームの中心メンバーとして、部下・メンバーの報
告を受け、相談に乗りながら、求められる法的対応事項や社内の基準に沿って、業務
が適切に進んでいるか確認、点検し、その進め方等について適切な方向へ誘導できる
ことが期待される方。

3

収集運搬 能力・知識表／Ｌ２（主任）レベル
2016年3月版

（共通）

1.廃掃法及び業界の基礎知識
①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、
②業界の構造の理解、③情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守
①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時
の対応、
③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み
①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環
境保全の評価及び改善

4.顧客対応
①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策
①トラブル予防、②トラブル対応

6.地域対応・行政対応
①地域とのコミュニケーション、②社会貢献、③地
域への情報発信、④行政との対応

（業態個別）

1.収集
①収集品確認、②積込み、③積下ろし

2.運搬
①車両の運転、②進行管理、③トラブルの予
防と対応

3.車両点検
①点検の目的の理解、②日常点検、③保全と
整備

4.マニフェスト確認
①マニフェスト確認

5.積替え・保管
①積替え、②保管、③保管施設の管理

4
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中間処理 能力・知識表／Ｌ２（主任）レベル
2016年3月版

（共通）

1.廃掃法及び業界の基礎知識
①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、
②業界の構造の理解、③情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守
①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時
の対応、
③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み
①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環
境保全の評価及び改善

4.顧客対応
①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策
①トラブル予防、②トラブル対応

6.地域対応・行政対応
①地域とのコミュニケーション、②社会貢献、③地
域への情報発信、④行政との対応

（業態個別）

1.マニフェスト確認
①マニフェスト確認

2.検査・分析
①台貫・計測、②検査・分析

3.受入れ
①受入れ検討、②受入れ判断、③受入
れ作業、④搬入場所指示

4.分類・保管指示
①分類・保管、②保管、③保管施設の管
理

5.操業前工程（段取り）
①前工程の理解、②操業前工程（段取
り）、③リスク対策

6.選別
①選別、②選別ラインの管理

5

中間処理 能力・知識表／Ｌ２（主任）レベル
2016年3月版

（共通・再掲）

1.廃掃法及び業界の基礎知識
①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、
②業界の構造の理解、③情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守
①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時
の対応、
③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み
①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環
境保全の評価及び改善

4.顧客対応
①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策
①トラブル予防、②トラブル対応

6.地域対応・行政対応
①地域とのコミュニケーション、②社会貢献、③地
域への情報発信、④行政との対応

（業態個別）

7.プラント運転
①プラント運転、②プラント運転管理

8.搬出作業
①搬出選別、②搬出作業

9.マニフェスト交付
①マニフェスト確認、②二次マニフェストの
記入・交付

10.清掃日常点検
①日常点検・清掃、②定期点検

11.設備保全
①保全作業の理解と段取り、②保全の実
施、③保全の評価

12.環境への対応
①法令、基準の動向把握、②環境計測、③
事業環境への対応方法の立案、④設備改
善

6

<16-40> 



最終処分 能力・知識表／Ｌ２（主任）レベル
2016年3月版

（共通）

1.廃掃法及び業界の基礎知識
①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、
②業界の構造の理解、③情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守
①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時
の対応、
③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み
①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環
境保全の評価及び改善

4.顧客対応
①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策
①トラブル予防、②トラブル対応

6.地域対応・行政対応
①地域とのコミュニケーション、②社会貢献、③地
域への情報発信、④行政との対応

（業態個別）

1.マニフェスト確認
①マニフェスト確認

2.検査・分析
①台貫・計測、②検査・分析

3.受入れ管理
①受入れの検討、②受入れにあたっての確認
と不適合への対応、③受入れにあたっての基
礎的知識

4.受入れ作業管理
①受入れ作業管理、②受入れにあたっての確
認と不適合への対応、③受入れにあたっての
基礎的知識

5.埋立作業管理
①埋立てにあたっての基礎的情報の入手、②
埋立て、覆土作業管理、③作業中の安全確保、
④埋立て箇所の維持管理
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最終処分 能力・知識表／Ｌ２（主任）レベル
2016年3月版

（共通・再掲）

1.廃掃法及び業界の基礎知識
①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、
②業界の構造の理解、③情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守
①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時
の対応、
③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み
①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環
境保全の評価及び改善

4.顧客対応
①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策
①トラブル予防、②トラブル対応

6.地域対応・行政対応
①地域とのコミュニケーション、②社会貢献、③地
域への情報発信、④行政との対応

（業態個別）

6.清掃日常点検
①日常点検・清掃、②定期点検

7.設備保全
①保全作業の理解と段取り、②保全の実
施、③保全の評価

8.モニタリング
①処分場に求められる環境対策の理解、
②水質等各種検査の実施、③環境対策の
実施

9.施設管理
①関連知識の理解、②環境対策の実施、
③維持管理

10.環境への対応
①法令、基準の動向把握、②環境計測、③
事業環境への対応方法の立案、④設備改
善

8
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全産連の部会運営委員からの主な意見 2月

（共通項目）
• L2（主任レベル相当）を対象としては、内

容が非常に濃いものである。他の業界と
比べると、１級レベルの内容に相当しな
いか、と見受けられる。主任クラスならば、
廃棄物処理法や安全衛生関係の理解を
深めることを中心とする内容に絞ることを
提案したい。今、取組んでほしいことは、
担当業務の中で安全衛生の推進、事故
防止を徹底してもらうことである。

• 収集運搬・中間処理・最終処分と３部門
ではあるが、計量部門が無いのは、いか
がか。台貫とあるが、計量業務としてマニ
フェスト・電子マニフェスト・各種マニフェ
ストの扱いに関してスペシャリストが必要
で、一つの部門として考えた方が良い。

（収集運搬）

• 運行管理者・乗務員・主任計量者・車両
管理者・配車と5つに区分けしてはどうか。

（中間処理）

• 焼却・破砕選別・中和・リサイクル（金属
回収・燃料化・食リ）・無害化施設と5つに
区分けしてはどうか。

（最終処分）
• 「2.検査・分析」：現場管理をしながら分析

をするということは困難である。従って
「検査・分析に必要な機器の操作方法、
必要な保護具の種類を知り、手順に則り、
円滑に操作している」は削除。代わりに
「分析が必要な廃棄物の層別ができ、適
切に分析依頼ができる。」のような文章を
入れる。

• 「5.埋立て作業管理」：次を追加。「分析
結果に基づき埋立場所を決定してい
る。」「埋立マップを適切に記録するよう
作業員を指導している。」

9

行政や都道府県協会からの主な意見 2月

A行政

排出事業者に適正処理を説明できる程度
に、法令の正しい知識を従事者は持ってもら
いたい。

安全衛生の確保は、産廃業界できわめて
重要である。

B行政

産廃業界だけで、能力・知識表や資格制度
を作っても信頼されない。外部の意見の反映
が必要である。

中小の会社を想定した能力・知識表におけ
る言葉の整理が必要である。

C行政

主任クラスは、処理ルート全体（排出事業
者～最終処分まで）を見渡して、リスク管理を
して欲しい。

D協会

地域とのコミュニケーション、社会貢献、
地域への情報発信のための能力等が
必要である。

E協会

能力・知識表に住民理解を入れて欲し
い。

取得した資格をどのように生かされる
ことになるかが重要である。優良認定の
取得要件の一つとすることは出来ない
か。

資格を一度得るとそのままではなく、
資格取得者へのフォローアップが必要
である。

10
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排出事業者から主な意見 2月

• 危険物や毒劇物など、他資
格等による知識を取得して
いるかの確認をしてはどう
か。

• 法令については、高圧ガス
保安法、消防法なども明示
してはどうか。

• 必要とする知識として、ＷＤ
Ｓガイドラインを例示しては
どうか。排出事業者との双
方向のコミュニケーションが
重要である。

• 地域住民等への配慮、良
好な地域コミュニケーション
の維持、行政との良好な関
係は重要である。

• 能力・知識表に重複等がみ
られるので、一層の整理と、
人材の能力のイメージがよ
り湧くようにすべきである。

11

企業が従業員に取得を命令又は奨励する資格

① 法律上選任が義務付けられている資格

② 業務独占型の資格

• 資格を取得していなければ、該当する業務を行う
ことが禁止されている資格

③ 社内資格、社内検定

• 勉強会や講習会を会社が開催するなど、取得が
奨励されており、さらに資格取得後は昇進、昇格
にも反映されている。

「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」

（平成26年独立行政法人労働政策・研究機構）

12
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産廃処理業界において資格制度を検討する業務

① 業務命令で取得または取得を奨励する可能
性のある業務

② 既存の業務独占型資格以外に資格化を目
指す必要がある業務

• 処理業者において人材育成ニーズの高い
業務

• 社内資格、社内検定の対象として相応し
い業務

13

他業界における資格制度の状況

① 受験（受講）資格の設定
– 実務経験年数を設定している事例が多い。
– 学歴等に応じて実務経験年数が短縮される事例がある。
– 実務経験を短縮するための講習会が用意されている事例がある。

② 試験の実施
– ほとんどの事例で実施されている。

③ 資格付与の手続き
– 試験合格により資格付与
– 講習会受講後の試験合格により資格付与
– 試験合格後、登録証交付により資格付与

④ 登録制度の導入
– 登録制度を導入している事例がある。

⑤ 更新制度の導入
– 資格に応じた知識・技能を維持するために有効期間が定められている事例が多い。
– 終身資格の事例がある。

⑥ 更新の方法
– 更新条件として、更新講習の受講、更新試験の合格、CPD単位の取得などがある。

14
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資格制度のイメージ １

15

自己
学習

資格制度のイメージ ２

1.資格の対象者

• 当面は、L2レベルの職員が資格付与の対
象。「L2レベルの職員」とは、グループやチー
ムの中心メンバーとして、部下・メンバーの報
告を受け、相談に乗りながら、求められる法
的対応事項や社内の基準に沿って、業務が
適切に進んでいるか確認、点検し、その進め
方等について適切な方向へ誘導できることが
期待される者。

16
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資格制度のイメージ ３

2.資格の目的

• L2レベルの職員が業務遂行に必要な能力・知識

を有しているかを顧客等に客観的に示すもの。
あわせて、当該職員の社内における能力等の評
価や処遇への反映を期待するもの。

• 必要な能力・知識を有しているかの判断は、別
途作成中の能力・知識表に従い行い、その確認
と判断のために、講習会の受講（どの程度の縛
りとするか？）と検定試験による。

17

資格制度のイメージ ４

3.資格の内容

①資格の分野

• 当面、収集運搬、中間処理（焼却、中和等、
破砕等）、最終処分の3つあるいは中間処理
を細分化した5つの分野における資格を創設

するが、今後、マニフェスト管理、契約書管理
など事務系の職員の資格の創設も検討する
必要がある。

18
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資格制度のイメージ ５

②その他
• 当面はL2レベルの資格とするが、資格の対象
とするレベルの多様化は、制度を動かしながら
検討する。例えば、L2レベルを目指すL1レベル
の資格、L2レベルの上に位置する管理職レベル
のL3レベルの資格。

• 産業廃棄物処理業務の遂行に当たって、仕事
の内容に応じて必要となる産業廃棄物処理関連
の専門資格（既存資格ex.廃棄物処理施設技術
管理士、公害防止管理者、クレーン運転士等）
は必要に応じて各社職員が取得を行う。

19

資格制度のイメージ ６

• ４．検定試験を受ける要件（引き続き検討）

①経験年数を求めるか。何年か。

②学歴別に経験年数を問うか。

③指定講習会の受講歴を問うか。

• ５．資格のメリット（位置づけを引き続き検討）

20
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資格制度のイメージ ７

21

検定試験 講習会

連合会／協会 連合会 協会 連合会 協会

1.制度の管理 全体管理
受験者の
情報管理

全体管理
受講者の
情報管理

2.日程 決定 － 全体調整 決定

3.カリキュラム・テキスト
作成

〇 －

4.講師手配
候補者一覧
の整備

候補者の
調整・決定

5.講習 － 〇

6.問題作成 〇 －

7.試験実施 △ 〇

8.合否判定 〇 －

9.資格者登録 〇 △

10.資格者管理 〇 △

この役割分担はなんら決定されたものではない。
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産業廃棄物の処理において人材育成のニーズの高い業務と

必要な能力・知識（案） 20160322 版 

「包括的職業能力評価制度整備委員会（産業廃棄物処理業）活動報告書 平成 19 年

9 月中央職業能力開発協会」を踏まえ、重点対象とするレベルを、中小企業では社内教

育が難しくなる L2（主任レベル相当）とし、収集運搬、中間処理、最終処分の業態ご

とに、産業廃棄物の処理において人材育成のニーズの高い業務の項目を以下のとおりと

する。

また、付属表において、当該業務において必要な能力・知識（案）を具体的に示す。 

（注）L2 とは社内が以下のような職層になっている場合におけるものとする。 

L4：部長、部門長 

L3：課長 

L2：主任 

L1：担当 
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表１ 収集運搬で人材育成のニーズの高い業務の項目（案）

業態 収 集 運 搬

レベル L2（主任レベル相当） 

共通 1.廃掃法及び業界の基礎知識

①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、②業界の構造の理解、③

情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守

①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時の対応、

③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み

①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環境保全の評価及び改善

4.顧客対応

①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策

①トラブル予防、②トラブル対応

6.地域対応・行政対応

①地域とのコミュニケーション、②社会貢献、③地域への情報発信、④行

政との対応

個別 1.収集

①収集品確認、②積込み、③積下ろし

2.運搬

①車両の運転、②進行管理、③トラブルの予防と対応

3.車両点検

①点検の目的の理解、②日常点検、③保全と整備

4.マニフェスト確認

①マニフェスト確認

5.積替え・保管

①積替え、②保管、③保管施設の管理

（注１）「3.環境保全の取り組み」において、低炭素化、廃棄物から資源とエネルギーの回

収を盛り込む。
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表２ 中間処理で人材育成のニーズの高い業務の項目（案）

業態 中 間 処 理

レベル L2（主任レベル相当） 

共通 1.廃掃法及び業界の基礎知識

①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、②業界の構造の理解、③

情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守

①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時の対応、

③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み

①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環境保全の評価及び改善

4.顧客対応

①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策

①トラブル予防、②トラブル対応

6.地域対応・行政対応

①地域とのコミュニケーション、②社会貢献、③地域への情報発信、④行

政との対応

個別 1.マニフェスト確認

①マニフェスト確認

2.検査・分析

①台貫・計測、②検査・分析

3.受入れ

①受入れ検討、②受入れ判断、③受入れ作業、④搬入場所指示

4.分類・保管指示

①分類・保管、②保管、③保管施設の管理

5.操業前工程（段取り）

①前工程の理解、②操業前工程（段取り）、③リスク対策

6.選別

①選別、②選別ラインの管理

7.プラント運転

①プラント運転、②プラント運転管理

8.搬出作業

①搬出選別、②搬出作業

9.マニフェスト交付

①マニフェスト確認、②二次マニフェストの記入・交付
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10.清掃日常点検

①日常点検・清掃、②定期点検

11.設備保全

①保全作業の理解と段取り、②保全の実施、③保全の評価

12.環境への対応

①法令、基準の動向把握、②環境計測、③事業環境への対応方法の立案、

④設備改善

（注１）「3.環境保全の取り組み」において、低炭素化、廃棄物から資源とエネルギーの回

収を盛り込む。

（注２）中間処理においては、扱う廃棄物の種類、処理方法・行程等の幅が大きいので、

少なくとも、焼却、中和等、破砕の三分類に分けて、それぞれに応じた能力及び知識を

更に検討する必要がある。
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表３ 最終処分で人材育成のニーズの高い業務の項目（案）

業態 最 終 処 分

レベル L2（主任レベル相当） 

共通 1.廃掃法及び業界の基礎知識

①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、②業界の構造の理解、③

情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守

①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時の対応、

③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み

①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環境保全の評価及び改善

4.顧客対応

①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策

①トラブル予防、②トラブル対応

6.地域対応・行政対応

①地域とのコミュニケーション、②社会貢献、③地域への情報発信、④行

政との対応

個別 1.マニフェスト確認

①マニフェスト確認

2.検査・分析

①台貫・計測、②検査・分析

3.受入れ管理

①受入れの検討、②受入れにあたっての確認と不適合への対応、③受入れ

にあたっての基礎的知識

4.受入れ作業管理

①受入れ作業管理、②受入れにあたっての確認と不適合への対応、③受入

れにあたっての基礎的知識

5.埋立作業管理

①埋立てにあたっての基礎的情報の入手、②埋立て、覆土作業管理、③作

業中の安全確保、④埋立て箇所の維持管理

6.清掃日常点検

①日常点検・清掃、②定期点検

7.改善・保守・補修

①保全作業の理解と段取り、②保全の実施、③保全の評価

8.モニタリング
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①処分場に求められる環境対策の理解、②水質等各種検査の実施、③環境

対策の実施

9.施設管理

①関連知識の理解、②環境対策の実施、③維持管理

10.環境への対応

①法令、基準の動向把握、②環境計測、③事業環境への対応方法の立案、

④設備改善

（注１）「3.環境保全の取り組み」において、低炭素化、廃棄物から資源とエネルギーの回

収を盛り込む。

（注２）管理型処分場に係る能力・知識を中心とし、必要に応じ安定型処分場に係る能力・

知識を補足する。
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モデル研修に対するアンケート結果

公益社団法人 全国産業廃棄物連合会
事業部 主査 横山大志

平成28年3月23日
人材育成方策検討調査報告会

2

モデル研修会 開催概要
(1)目的

業種別に作成した能力・知識表等を基に実際の現場のニーズに合った研修
内容を今後固めるため、研修カリキュラムやテキスト内容等の改善に必要な
意見を集約すること。

(2)対象者

産業廃棄物処理業における「主任レベル相当」の方

(3)開催日

2016年3月15日(火)～17日(木)
※3日間の内訳は以下のとおり。

2016年3月15日（火） ： 収集運搬
2016年3月16日（水） ： 中間処理
2016年3月17日（木） ： 最終処分

(4)定員

各課程、30名

<16-55> 



3

モデル研修会 開催概要
(5)カリキュラム

講義時間 講義内容

9:30-9:40 10分 オリエンテーション

9:40-11:10 90分

1．廃掃法及び環境保全の取り組み
講師：(公社)全国産業廃棄物連合会 講師

(元 神奈川県 産業廃棄物担当)
村田 弘 氏

11:10-11:20 10分 休憩

11:20-12:20 60分

2．顧客対応等について
講師：(公社)全国産業廃棄物連合会 講師

(元 (株)竹中工務店 東京本店 安全環境部環境担当部長)
大平 将之 氏

12:20-13:00 40分 昼食

13:00-14:00 60分

3．安全衛生及び諸ルールの遵守
講師：(公社) 神奈川県産業廃棄物協会 相談役

(元 東芝環境ソリューション（株） 顧問)
長谷川 滋 氏

14:00-14:10 10分 休憩

基本課程（3月15日～17日共通）

基本課程と個別課程で構成

4

モデル研修会 開催概要
(5)カリキュラム

講義時間 講義内容

14:10-15:40 90分
4．収集運搬

講師：高俊興業(株) 代表取締役社長
高橋 潤 氏

個別課程 ／ 3月15日：収集運搬

講義時間 講義内容

14:10-16:10 120分

4．中間処理
講師：(公社)全国産業廃棄物連合会 講師

(元 日曹金属(株) 環境開発事業部長(取締役))
澤田 誉啓 氏

個別課程 ／ 3月16日：中間処理

講義時間 講義内容

14:10-16:10 120分

4．最終処分
講師：大栄環境(株) 三木事業所 副所長

(公社)全国産業廃棄物連合会 最終処分部会運営委員
松本 明利 氏

個別課程 ／ 3月17日：最終処分
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5

1.受講者属性: 性別、年齢、経験年数、従業員数

5% 7%

11%

40%

37%

6%

30%

14%
23%

28%

＜経験年数＞ ＜従業員数＞

91%

9%
16%

22%

53%

9%

＜性別＞ ＜年齢＞

1～2年

1年未満

11年以上

6～10年

3～5年

51～100人

31～50人

10～30人

10人未満

50代以上

40代

30代

20代

女性

男性

n=82 n=81

n=81 n=80

101人以上

6

２．講義の内容の理解度
(1)廃掃法及び環境保全の取り組み

 概ね理解でき、日常業務にも役立つとの回答を頂いた。

 「④処理基準」、「⑤産業廃棄物管理票（マニフェスト）」については、「易し
すぎる」との回答（約5%）があった。

 「⑩放射線特措法」については、「難しすぎる」との回答（11%）が見られた。

⑦違反事例 (N=81)

⑩放射線特措法 (N=81)

①処理業許可 (N=82)

②廃棄物の種類 (N=82)

③処理の委託 (N=82)

④処理基準 (N=82)

⑤産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)
(N=81)

⑥帳簿・処理困難通知 (N=81)

⑨環境保全の理解 (N=81)

⑧情報収集・情報共有 (N=81)

2.0

4.0

1.0

6.0

5.0

1.0

0.0

0.0

1.0

0.0

98.0 

94.0 

95.0 

90.0 

93.0 

98.0 

98.0 

96.0 

95.0 

89.0 

0.0 

2.0 

4.0 

4.0 

2.0 

1.0 

2.0 

4.0 

4.0 

11.0 

(%)

易しすぎる 理解できた 難しすぎる

96%

1% 3%

＜⽇常業務に役⽴つか＞

役立たない

役立つ

n=75

わからない
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7

「難しすぎる」と回答した主な理由・意見
・説明時間が短かったため、詳しく理解することができなかった。（５人）
・携わることがないため、放射性物質汚染対処特措法は、理解できなかった（２人）
・廃棄物の分類について、覚えなければならない部分だが難しかった。
・運用に慣れていない電子マニフェストについて。

２．講義の内容の理解度
(1)廃掃法及び環境保全の取り組み

追加してほしい内容など
■具体例の追加
・廃棄物の種類や性状ごとの埋立方法に関して、実際の成功例や失敗例等
・法令の説明以外の具体例（書類のフォーマット等）
・放射線特措法や放射線を発する廃棄物を扱った具体的な事例。

■講義内容の具体化
・廃棄物の分類、処理方法など、詳しく。

■講義内容の追加
・暴対法に関すること（暴力団関係者契約解除について）
・食品廃棄物のリサイクル、取扱い等の細かい規定
・マニフェストや委託契約書関係（紛失時の対処、記入方法等）

■セミナー種類の追加
・基本を見直すような講義
・「排出事業者責任」というキーワードでの講義
・現場におけるケーススタディー

8

２．講義の内容の理解度
(2)顧客対応等について

 概ね理解でき、日常業務にも役立つとの回答を頂いた。
 全般的に、「易しすぎる」との回答（約5%）があった。

①産業廃棄物処理業の特徴と顧客
対応 (N=82)

②排出事業者と処理会社の責務
(N=81)

③不適正処理について (N=81)

④産業廃棄物処理業と顧客満足
(N=81)

⑤処理業社員に望むこと (N=80)

7.0

6.0

6.0

5.0

3.0

91.0 

94.0 

94.0 

95.0 

96.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

(%)

易しすぎる 理解できた 難しすぎる

97%

1% 1%

＜⽇常業務に役⽴つか＞

役立たない

役立つ

n=77

わからない
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9

「難しすぎる」と回答した主な理由・意見
・（記載なし）
・説明が早かった。

２．講義の内容の理解度
(2)顧客対応等について

追加してほしい内容など
■事例の追加
・「顧客対応」という視点で現場、営業等の立場が違うセクションでの具体的な内容が聴きたい。
・「顧客からのクレーム対応について」実例で紹介頂きたい。

■ビジネスノウハウ
・排出者に排出者責任を理解してもらうためのコツ。
・ビジネスの具体例を挙げて、講師の経験を教えてもらいたい。

■講義内容の追加
・経営者が求める人材について
・様々な業種での顧客対応方法や顧客に対する視点を知りたい。

■他
・業界発展、信頼性の確保等に必要な資料について

10

２．講義の内容の理解度
(3)安全衛生及び諸ルールの遵守

 概ね理解でき、日常業務にも役立つとの回答を頂いた。

 全般的に、「難しすぎる」との回答があり、「⑤より高いレベルのリーダーを
目指して」「⑥（参考）労働安全衛生法について」は、「難しすぎる」との回答
（5%）が見られた。

①産業廃棄物処理業における労働
災害の状況 (N=82)

②労働災害の原因とその分析手法
について (N=82)

③雇入れ時の教育 (N=82)

④労働災害を防ぐには (N=82)

⑤より高いレベルのリーダーを目指
して (N=80)

⑥（参考）労働安全法について
(N=61)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

99.0 

98.0 

99.0 

98.0 

95.0 

95.0 

1.0 

2.0 

1.0 

2.0 

5.0 

5.0 

(%)
易しすぎる 理解できた 難しすぎる

99%

1% 0%

＜⽇常業務に役⽴つか＞

役立たない

役立つ

n=76

わからない
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「難しすぎる」と回答した主な理由・意見
・理論はわかるが、では実践としてどう行動に落とし込むかがわからない。

２．講義の内容の理解度
(3)安全衛生及び諸ルールの遵守

追加してほしい内容など
■具体的な事例
・業界ならではの事故事例、対策後の効果（３人）
・各企業の安全に対する取組み等（２人）

■講義時間の追加
・ヒヤリハット、5S活動、SHELモデルについてさらに詳しく聞きたい（３人）

■講義内容の追加
・リスクアセスメントの抽出等をまじえた講義
・リスクアセスメントとして、セクハラ・パワハラ・モラハラについての項目
・メンタルヘルスについて（特に罰則やリスクに事例に繋がる事例について）
・「労働安全衛生法」についてのポイント

■他
・安全に関する教育ビデオの使用

12

２．講義の内容の理解度
(4)収集運搬

 概ね理解でき、日常業務にも役立つとの回答を頂いた。
 「①排出事業者の責務」～「④書類の3点セット」について、「易しすぎる」と

の回答（約10～15%）があった。

①排出事業者の責務 (N=30)

②収集運搬 (N=30)

③車両点検 (N=30)

④書類の3点セット (N=30)

⑤積替保管 (N=30)

⑥参考資料 (N=30)

10.0

11.0

15.0

11.0

4.0

4.0

90.0 

89.0 

85.0 

89.0 

96.0 

96.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

(%)
易しすぎる 理解できた 難しすぎる

88%

8%
4%

＜⽇常業務に役⽴つか＞

役立たない

役立つ

n=26

わからない
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「難しすぎる」と回答した主な理由・意見
・なし

２．講義の内容の理解度
(4)収集運搬

追加してほしい内容など
■講義内容の追加
・廃棄物に関しての知識（運搬するにあたっての注意する項目等）
・エコドライブについて
・優良産廃処理業者認定制度活用術
・自社の取り組み紹介

■セミナー種類の追加
・講義以外にもグループワークを実施

14

２．講義の内容の理解度
(5)中間処理

 概ね理解でき、日常業務にも役立つとの回答を頂いた。
 「②廃棄物の受け入れ」については、「易しすぎる」との回答（3%）があった。
 「③中間処理」、「④設備保全」については、「易しすぎる」との回答（約3%）と

あわせ、「難しすぎる」との回答（約3%）も見られた。

⑧参考資料中間処理に必要な知
識 (N=24)

⑦廃棄物の事故事例 (N=31)

①中間処理の基本システム
(N=32)

②廃棄物の受け入れ (N=32)

③中間処理 (N=29)

④設備保全 (N=28)

⑤搬出 (N=31)

⑥環境への対応 (N=24)

0.0

3.0

3.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0 

97.0 

94.0 

93.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

3.0 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

(%)易しすぎる 理解できた 難しすぎる

96%

0% 4%

＜⽇常業務に役⽴つか＞

役立たない

役立つ

n=30

わからない
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「難しすぎる」と回答した主な理由・意見
・中間処理 焼却・中和施設の内容がわからない（当社破砕施設のため）

２．講義の内容の理解度
(5)中間処理

追加してほしい内容など
■講義内容の追加
・焼却も含め他の処理も聞きたい（２人）
・油水分離（廃油の再生）等についての規程や運転留意事項
・設備メンテナンスに関する自主点検チェックシートについて具体的な記載事例やチェック項目等

■セミナー種類の追加
・事例を基にした講義・ディスカッション等

■情報提供
・関係する公資格（専門分野）の紹介
・公害防止管理者他・関係法令の要点

16

２．講義の内容の理解度
(6)最終処分

 概ね理解でき、日常業務にも役立つとの回答を頂いた。
 「①検査・分析、受入」については、「易しすぎる」との回答（10%）があった。
 「②埋立作業」については、「難しすぎる」との回答（5%）が見られた。

n= (21)

①検査・分析、受入

②埋立作業

③モニタリング

10.0

0.0

0.0

90.0 

95.0 

100.0 

0.0 

5.0 

0.0 

(%)
易しすぎる 理解できた 難しすぎる

100%

0%0%

＜⽇常業務に役⽴つか＞

役立たない

役立つ

n=15

わからない
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「難しすぎる」と回答した主な理由・意見
・なし。

２．講義の内容の理解度
(6)最終処分

追加してほしい内容など
■事例
・埋立作業時の「事故・トラブル」「改善策・解決策」の事例を挙げて教えて頂きたい。

■講義内容の追加
・浸出水放流水の管理について追加してほしい。
・石綿等の取扱(梱包方法、荷降ろし）を取り上げてほしい。

18

３．講義の時間配分

 「①廃掃法及び環境保全の取り組み」については、「短い」との回答（49%）
が多かった。

 「⑤中間処理」については、「短い」との回答（16%）がある一方、「長い」と
の回答（35%）もあった。

 その他の講義は、概ね適当であるとの回答を頂いた。

①廃掃法及び環境保全の取り組み
(N=82)

②顧客対応等について (N=82)

③安全衛生及び諸ルールの遵守
(N=82)

④収集運搬 (N=28)

⑤中間処理 (N=31)

⑥最終処分 (N=21)

49.0

10.0

21.0

14.0

16.0

10.0

49.0 

85.0 

74.0 

75.0 

49.0 

90.0 

2.0 

5.0 

5.0 

11.0 

35.0 

0.0 

(%)短い 適当 長い

受講者の意見：
ボリュームある内容だが、講義時間が短い。

<16-63> 
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４．スライド教材について

 概ね解り易いとの回答を頂いた。
 「③中間処理」については、「解りにくい」との回答（22%）も見られた。

①廃掃法及び環境保全の取り組み
(N=80)

②顧客対応等について (N=80)

③安全衛生及び諸ルールの遵守
(N=80)

④収集運搬 (N=32)

⑤中間処理 (N=32)

⑥最終処分 (N=30)

91.0

99.0

95.0

96.0

78.0

100.0

9.0 

1.0 

5.0 

4.0 

22.0 

0.0 

(%)
解り易い 解りにくい

受講者の意見（解りにくい理由）：
・できれば手元資料もカラーに（２人）
・文字が多い （２人）
・スライドと話が一致するように話したらいいと思う。
・文字が小さい

20

５．研修内容のレベル
概ね「妥当」であるとの回答（73%）が

ある一方、「レベルが低い」との回答
（24%）も頂いた。

24%

73%

3%

＜主任レベルとして妥当か＞

妥当

レベルが低い

n=70

レベルが高い

「1日程度」との回答（56%）が、「2日
程度」との回答（36%）を若干上回っ
た。

8%

56%

36%

＜研修時間＞

1日程度

半日程度

n=77

2日程度

６．研修時間の⻑さについて
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７．同様の研修をしているか

「一部している」との回答（49%）があ

る一方、「していない」との回答
（33%）が多かった。

18%

49%

33%

＜同様の研修＞

一部している

している

n=76

していない

主な研修一覧
（外部研修）
・産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（収集
運搬・処分）
・廃棄物処理施設技術管理者講習（破砕・リサイクル施
設コース、最終処分場コース等）
・危険物取扱者試験（乙種第4類等）
・小型移動式クレーン運転技能講習
・産業廃棄物処理実務者研修会

（自前研修）
・安全大会、安全衛生教育
・ＩＳＯ研修会
・雇用時の実務教育

22

アンケート結果から考察

講義内容の理解度については、各カリキュラムとも全体的に概
ね理解でき、日常業務にも役立つとの回答を頂いたが、具体的
な事例や講義内容の詳細化などに関する意見もあったため、更
なる検討を進める必要がある。

講義の時間配分については、全体的に「適当」であるとの回答
を頂いたが、「短い」や「長い」との回答が多かったカリキュラム
については、講義内容のバランス等とあわせて検討していく必
要がある。

今回のモデル研修の結果、概ね「主任レベル相当」の講義内容
となっていること、また研修期間となっている事が確認できた
が、頂いたご意見と基に全体的なバランスを踏まえながら更な
る検討を重ねていく必要がある。
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報告会配布資料 その他

・能力・知識表  20160322版（添付資料⑪相当）

・モデル研修テキスト（添付資料⑭と同一）
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平成 28 年 3 月 23 日 

報告会に参加された皆さんにお伺いします。 

１．参加された方について 

(1)氏名・役職名  氏名： 役職： 

(2)年齢 ： ①20 代 ②30 代 ③ 40 代 ④ 50 代 ⑤60 代以上

(3)性別  ：  ①男 ②女

(4)勤務先：

(5)勤務先が産業廃棄物処理会社の場合にお答え下さい。

会社の従業員数は？

①10 人未満 ②10～30 人 ③31～50 人 ④51～100 人 ⑤101 人以上

(6)勤務先で担当されている業務についてお書きください

２．勤務先が産業廃棄物処理会社である場合、自社内に人材育成プログラムがありますか。

ある場合には、どのような内容のものか簡単にお書き下さい。 

３．本日の報告会では、産業廃棄物処理会社で適切に業務を行う者に関する資格制度の創

設についてご報告しました。 

(1)能力等の資格を与えることをどのように思いますか。資格が必要と考える場合、資格

に期待すること、その意義・役割はどのようなものですか。

<17-1>
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平成 28 年 3 月 23 日 

(2)資格は管理職に与えるのが適当と考えますか。従事者に与えるのが適当ですか。ある

いは両者に必要ですか。

(3)現場、営業、事務と会社内の職種を分けた場合、どの分野に資格が重要と考えますか。

４．本日の報告会ではモデル研修の内容をご報告しました。 

(1)モデル研修の内容は、産業廃棄物処理会社で業務を行う者に役立つ内容と考えますか。 

(2)モデル研修の内容に研修内容として、追加すべき事項はありますか。

それは何ですか。

５．以上のほか、本日の報告会の内容に関してご意見をお願いします。 
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